
 

 

病院の理念 

安全で良質な信頼される医療を提供することにより、 

地域医療の発展に貢献します 

 

病院の基本方針 

 １．人権に配慮した安全な医療を提供します 

 ２．科学的根拠に基づいた信頼される医療を提供します 

 ３．地域の健康を総合的に守ります 

 ４．安心を提供できる環境を整備します 

 ５．効率的な運営により、健全な経営基盤の確立に努めます 

 

患者として守られること 

１．安全で良質な医療を求めることができます 

２．十分な説明と情報提供をうけることができます 

３．セカンドオピニオンを求めることができます 

４．自由な意思により適切な医療を選択することができます 

５．個人情報は適切に保護されます 

 

患者として守るべきこと 

１．心身の健康状態について正確にお話しください 

２．医療に関する説明が十分に理解できるまで質問してください 

３．治療方針をご理解のうえ指示や助言はお守り下さい 

４．本院の規則を遵守し、他の患者様や職員に対する迷惑行為は 

禁止します 

５．診療に関わる費用を遅滞なくお支払い下さい 
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ご入院されました患者さんへ 

 

当院は、急性期病院で、急性発症した患者さんや重篤で手術が必要な患者さ

んの救命と早期治療を最優先に対応しております。国の医療方針に従い、地域

包括ケアシステム（下図参照）の中、急性期病院としての責任を担っています。 

ご入院された患者さんには医師がお渡しした「入院治療計画書」に沿って診

療を行い、治療あるいは検査が終了し、引き続き療養が必要な方には適切な医

療や療養施設をご案内し、退院をしていただいています。そのため、ご入院さ

れた当初より医療ソーシャルワーカーや退院調整看護師が退院支援を行ってい

ます。当院がより多くの方に急性期医療を提供できますよう、ご理解とご協力

を宜しくお願いいたします。 

 

 

市立伊丹病院長 

 

 

 

 

地域包括ケアシステム／厚生労働省ホームページより 

 

 

急性期病院から回復期病院、在宅医療・介護までの流れ 

急性期病院 

市立伊丹病院 
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病院の概要 

 

1．病院の特色 

 ① 診療機能の充実 

  検査機器の整備------ＭＲＩ、ＣＴ、血管造影装置等 

治療部門の強化-----集中治療室（ＩＣＵ・ＣＣＵ）、新生児治療室（ＮＩＣ

Ｕ）、放射線治療室、人工透析室、無菌治療室等を設けて

高度な治療体制の整備を行っております。 

 ② 患者サービスの向上 

  外来患者-----電子カルテシステム、各科予約制による待ち時間の短縮 

  入院患者-----電子カルテシステム、個室・４人室ともに洗面設備を設けるとと

もに、適時適温の給食を提供 

  ③ 効率的な病院として 

  コンピューターの導入に加え、カルテ・物品搬送設備の充実 

  １患者１カルテ制の導入 

 

2．診療科目（３５科目） 

 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、糖尿病・内分泌・代謝内

科、腎臓内科、脳神経内科、心療内科、老年内科、免疫内科、外科、呼吸器外科、

心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、小児外科、整形外科、脳神経外科、形成外

科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハ

ビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科、救急

科、歯科口腔外科、麻酔科 

 

3．外来診療受付時間 

 診療科受付開始時間 月～金曜日 午前８時 35 分～午前１１時００分 

           （診療科によって異なる場合があります。） 

 

初診  月～金曜日       午前８時００分 ～ 午前１１時００分 

 （初診受付窓口の受付時間）   午後１時００分 ～ 午後 ３時００分 

 

 再診  月～金曜日       午前８時００分 ～ 午前１１時００分 

 （再来受付機の稼動時間）    午後０時３０分 ～ 午後 ３時００分 

  午後の診察は、予約のみの場合がありますのでご注意ください。 

 

4．休診   土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

 

5．取扱保険 

 保険医療機関、労災保険指定病院、自立支援医療指定病院（更生・育成・精神）、

生活保護指定病院、結核指定医療機関、養育医療指定病院、戦傷病者特別援護法指

定病院、公害医療機関、原子爆弾被爆者医療指定病院、特定疾患治療研究実施医療

機関、小児慢性特定疾患治療研究実施医療機関、予防接種実施医療機関 
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診療体制について 

 

１．主治医制度について 

当院は、主治医制をとっており、入院時に主治医を決定しています。入院診療は主

に主治医が担当いたしますが、診療方針は診療科内で複数の医師により検討され、決

定しています。主治医の他、外来で診察を受けられた医師や入院後に検査や手術を担

当した医師、病棟の医師が交代で行う場合もありますが、診療内容は診療科全体で共

有しておりますのでご安心ください。 

 

２．休日・当直体制について 

 休日および夜間の診療は内科系医師、外科系医師による当直体制にて診療を行って

おります。 

また、小児科については小児救急二次輪番日には小児科当直医を配置しており、小

児救急二次輪番日以外は周産期当直の体制をとっております。小児科入院患者さんに

ついては、院内周産期（小児科）当直医師が対応いたしますのでご安心ください。 

 

３．開放病床の利用について 

開放病床とは病床の一部を地域医療機関（かかりつけ医・かかりつけ歯科医）に開

放し、当院の医師と共同して診療をおこなうものです。 当院に地域医療連携登録医

として登録している地域医療機関（かかりつけ医・かかりつけ歯科医）の医師が、患

者さんの入院を必要と判断した場合、この開放病床を利用いただきますと、当院の医

師と、かかりつけ医師・歯科医師が診療情報を共有し、協力して診療にあたることに

なります。普段から診療してもらっているかかりつけの先生もサポートされるのでと

ても安心です。 退院後は、地域医療機関（かかりつけ医・かかりつけ歯科医）にて

引き続き治療を受けることになります。 

 

４．病室について 

急患、重症者の発生などやむをえない事情で、転室をお願いする場合がありますの

でご協力をお願いいたします。 
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個人情報保護について 

  

当院では、患者さんが診療をお受けになることに伴って症状、検査結果、診断、治療

計画などの記録を作成し保存しております。この記録には患者さんの個人情報が多く

含まれていることから患者さんの情報を最優先に考え、その取り扱いには細心の注意

を払っています。当院におきましては、この貴重な個人情報を適切に保護し管理する

ため、当院の理念、基本方針、患者さんの権利について個人情報保護の精神に則り、

以下のとおり個人情報保護方針を定め、確実な履行に努めます。 

 

１．当院の個人情報保護方針 

 

 個人情報の収集について 

当院が患者さんの個人情報を収集する場合、診療および看護にかかる範囲で行

います。 

その他の目的に個人情報を利用する場合は、利用目的をあらかじめお知らせし、

ご了解を得た上で実施します。 

 個人情報の利用および提供について 

当院は、患者さんの個人情報の利用につきましては、以下の場合を除き、本来

の利用目的の範囲を超えて使用しません。 

・患者さんの了解を得た場合 

・個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合 

・法令等により提供を要求された場合 

 個人情報の適正管理について 

当院は、患者さんの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者さんの

個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざんおよび患者さんの個人情報への不正なアク

セスを防止するために院外保管も含めた適正な管理を進めることに努めます。 

 個人情報の確認・修正等について 

当院は、患者さんの個人情報について患者さんから開示を求められた場合には、

個人情報の保護に関する法律等の規定に従って対応いたします。また内容が事

実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。 

 法令遵守と個人情報保護の取り組みについて 

当院では「個人情報の保護に関する法律」、「伊丹市情報セキュリティーポリ

シー」を遵守しつつ、これからも個人情報保護について検討、改善に取り組ん

でまいります。 

 問い合わせ窓口 

患者さんの個人情報に関してご相談やご質問などございましたら、相談支援セ

ンター（受付：初再診受付・総合案内）までお問い合わせください。 
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２．当院における個人情報の利用目的 

 

 医療提供 

・当院での医療サービスの提供 

・他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業所

等との連携 

・他の医療機関等から照会への回答 

・患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

・検体検査等の委託その他の業務委託 

・ご家族への病状説明 

・その他、患者さんへの医療提供に関する利用 

 診療費請求のための事務 

・当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託 

・審査支払機関へのレセプトの提出 

・審査支払機関または保険者からの照会への回答 

・公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答 

・その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のため

の利用 

 当院の管理運営業務 

・会計・経理 

・医療事故等の報告 

・当該患者さんの医療サービスの向上 

・入退院等の病棟管理 

・当院の管理運営業務に関する利用および業務委託（匿名化された情報） 

・企業等からの委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知 

・医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門団体、保険会社等への相談又は

届出等 

・医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

・当院内外において行われる医療実習への協力 

・医療の質の向上を目的とした当院内での研究発表 

・外部監査機関への情報提供 

・院内がん登録、地域がん登録、全国がん登録および各がん登録事業への情報提供 

・各学会のデータ収集事業への症例登録 

・研究、治験及び市販後臨床試験（関係法令、指針に従う） 

・治療経過及び予後調査、満足度調査や業務改善のためのアンケート調査 

 

※上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合に

は、その旨をお申し出ください。 

※お申し出がないものについては、同意していただいたものとして取り扱わせていた

だきます。 

※これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。 

※上記以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合は、改めて患者さんの同意

をいただきます。 
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入院の手続きと準備品について 

１．予約  

緊急入院の場合を除き、外来診察受診後に入院予約手続きをしていただきます。 

個室を希望する方は、お申し出いただき、個室使用申込手続きをしてください。 

入院日時が未定の方については、当院より電話で連絡いたします。 

 

２．入院当日の手続き 

入院日当日は、指定の時間に「入院受付・予約センター」へお越しいただき、次の

書類を提出してください。 

① マイナンバーカードまたは資格確認証（マイナンバーカードの方は来院後、初

診窓口にてマイナ受付をお願いします。） 

② 限度額適用認定（・標準負担額減額認定）証（お持ちの方のみ） 

※詳細は 30 ページ「高額療養費制度について」をご確認ください。 

③ 医療証（乳児・母子・身障・特定疾患等）（お持ちの方のみ） 

 ※当院では医療費助成制度のマイナンバーカードによる確認にシステムが対

応しておりませんので、原本の確認をさせていただいております。 

④ 入院申込書兼入院誓約書 

⑤ 個室等の使用申込書兼同意書の写し（個室を希望される方のみ） 

※予約時にお渡しした写し（コピー）をご持参ください。 

⑥ 保険外負担料金同意書 

＊「入院セット」「買い物代行サービス」「私物洗濯サービス」の利用申込書は、

入院時に病棟ナースステーションにご提出ください。 

 

３．入院にあたっての検査等について 

発熱等の感染症を疑う症状を発症されている場合、入院前に検査を受けていただくよ

うお願いしております。 

なお、ウイルス性感染症等の拡大状況によっては、全ての入院予定患者へ検査をお願

いする場合があります。趣旨をご理解いただき、何卒ご協力の程お願いいたします。 

 

４．入院中の身の回り品 

特別に医師、看護師から指示があるもののほか、次の物をご用意ください。 

① お薬：内服薬・吸入薬・注射薬（インスリン等）・ぬり薬・点眼薬、お薬手帳 

※入院日当日、「入院受付・予約センター」の前に「持参薬ブース」へ

お立ち寄りいただき、お薬とお薬手帳を提出してください。 

② 日用品：コップ、はし、スプーン、ティッシュ、ウエットティシュ、筆記用具 

※コップは、陶器製など割れやすいものは避けて下さい。 

③ 洗面・入浴用品：歯磨きセット、髭剃り、石鹸、シャンプー、リンス、   

タオル、バスタオル 

④ 衣類：寝衣（ねまき・パジャマ等）、下着 

※「入院セット」（寝衣・タオルの貸し出し用セット）のご利用も 

可能です。（民間事業者が提供する有料サービスです） 

※病院からの寝衣の貸し出しは、令和２年１月１４日以降行っておりま

せん。ご了承下さい。 
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⑤ 院内で使用する履物（滑りにくく踵を覆う履き慣れたもの） 

※踵がぬげてつまずきの原因となります。 

※履物は踵を踏まずに使用してください。 

＊当院や他の医療機関から処方されているお薬（一時的に服用を中止しているお薬も含む）

とお薬手帳（お薬の説明書）を必ずご持参ください。 

特に入院中も服用が必要な薬は、入院期間中に不足のないようご持参ください。入院中

の他の医療機関の受診（投薬含む）は自費診療（保険診療が認められず全額自己負担）

になります。お薬がなくなったら、必ず医師にご相談ください。 

なお、市販薬や健康食品、1 カ月以上服用していないお薬は不要です。 

＊手術を受けられる方は、これらの他に準備するものがありますので各科外来文書をご参

照ください。 

＊身の回り品・貴重品等の持ち込みは、必要最小限にとどめてください。 

また、持ち込み品の管理は患者さんご自身でお願いいたします。現金・貴重品等のお預

かりはできません。 

 ＊入退院時間は、当院が指示した時間をお守りください。 

＊各種相談窓口がありますのでご利用ください。 

＊マニキュア、ジェルネイルは身体症状の把握の妨げとなりますので外してください。 

＊睫毛のエクステンションは、手術中に外れることがありますのでご了承ください。 

 

５．部屋 

病室は、総室（４人部屋）が標準です。ベッド、床頭台（有料プリペイドカード式

のテレビ・保冷庫、衣服掛、セーフティーボックス付）、椅子、洗面設備（共同）を

備えています。※患者さんの病状や療養状況により、転棟（病棟の変更）・転室（病

室の変更）をしていただくことがありますので、ご了承ください。 

① 個室 

個室を希望する方は、入院予約の手続き時にお申し出いただき、「個室等の使用

申込書兼同意書」を必ずご提出ください。写し（コピー）をお渡ししますので入

院日当日に「入院受付・予約センター」へ提出してください。 

※個室が満室の場合や他の患者様の症状等によりご希望に添えない場合、また

は入院中でも転室をお願いする場合がございます。ご理解賜りますようお願

いします。※別途、使用料金が必要です。詳細は 2５ページ「個室等の使用

料金表とお願い」をご確認ください。 

 ② 病室名札掲示 

患者さんの取り違え防止など業務を適切に実施するため、病室名札掲示をします。 

掲示を希望されない方は、「プライバシーに係る意向確認兼同意書」で掲示した

くない旨をお伝えください。 

 ③ 入院の問い合わせ 

お見舞の方が病棟名やお部屋番号をお尋ねになった場合や、電話による入院につ

いての問い合わせについて、入院の有無をお知らせします。 

  お知らせするのは病棟名と部屋番号だけですが、入院の有無を知らせたくない方

は、「プライバシーに係る意向確認兼同意書」で知らせたくない旨をお伝えくだ

さい。＊緊急入院用病室および ICU では、病状確認のため病室にカメラを設置

しております。これは、患者様の病状急変に備え、看護体制の補強を目的とする

ものです。 
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入院患者さんへのお願いについて 

 

入院中は、病気や家族のことなどいろいろな不安がおありと思いますが、次のこ

とをお守りいただき、治療に専念されますようお願いいたします。 

 

１．全面禁酒
．．

・禁煙
．．

 

入院期間中は禁酒・禁煙です。 

ノンアルコールビールや甘酒などのアルコール 

飲料に類似するもの、また、電子タバコやパイ 

ポなどのタバコに類似するものも全面的に禁止 

しております。 

また、お見舞いの方については、病院敷地内 

（駐車場等の屋外を含む）の全面禁煙に協力 

頂きますようお願いいたします。 

なお、入院期間中の喫煙が発覚した場合、診 

療をお断りする場合がございます。 

 

２．外出・外泊 

外出、外泊は主治医の許可が必要です。ご希望の方は、許可願い書が必要ですので

ナースステーションまでお申し出ください。 

長時間病室を不在にされる場合や館外に出たい場合は、看護師にお申し出ください。 

 

３．消灯時間 

消灯時間は午後 10 時です。テレビの電源を切り、同室の方へのご配慮をお願いし

ます[６階東病棟のうち、小児科病床は午後９時]。 

 

４．病棟の施錠 

3 階東病棟と３階西病棟は、セキュリティ強化のため、24 時間３６５日施錠して

おります。病棟の出入りには、病棟にてお渡しする専用のセキュリティカードが必

要となります。患者さんおひとりにつき１枚を貸与します。紛失された際は、再発

行に３００円（実費弁償）が必要です。 

 

３階東病棟 入口 ３階西病棟 入口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入院期間中 

禁酒・禁煙 
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５．火災・災害等 

火災・災害などの非常時は、当院職員の誘導に従って行動して下さい。 

 

６．貴重品管理 

盗難予防には各自十分ご留意ください。 

病室の床頭台にセーフティボックス（鍵付き）を設置しております。病室を出ると

きに貴重品、現金は身に付けるか、必ずセーフティーボックスに入れ鍵をかけて、

鍵は常に身につけていただくようお願いします。鍵は、退院時には必ずお返しくだ

さい。 

なお、現金が必要なときは、コンビニエンスストア内のＡＴＭを利用する等、各自

が盗難の予防に心掛けてください。 

 

 

 

７．全館一斉緊急放送 

当院では、患者さまの容態が急変した場合に必要な人員を確保するため、全館一斉

に緊急放送を行うことがあります。夜間・早朝にも緊急放送が流れる場合がありま

すが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

８．駐車場 

入院時の患者専用駐車場の利用はご遠慮ください。緊急入院や、やむを得ず車でお

越しになった場合は、すみやかに車の移動をお願いします。 

また、長時間駐車された場合、外来患者と同じ料金が適用されるため、駐車料金が

高額になります。（詳細は３１ページ「駐車料金一覧」をご確認ください。） 

なお、患者の送迎やお見舞い、または当院から付添依頼や緊急呼出があった際に駐

病棟から出るとき 

病棟でお配りしているセキュリティカードをガラス越しに読取機かざすとド

アの鍵が開きます。 

午後１０時以降、翌朝７時頃までは夜間のためセキュリティカードは使えま

せん。出入りの際は、ナースステーションで職員にお申し出ください。夜間

は患者対応を優先しますので、応対にお時間を頂くことがございます。 

病棟に入るとき 

病棟でお配りしているセキュリティカードを専用の読取機にかざすとドアの

鍵が開きます。 

午後１０時以降、翌朝７時頃までは夜間のためセキュリティカードは使えま

せん。出入りの際は、青い丸で囲まれたインターホンを使って職員に申し出

てください。夜間は患者対応を優先しますので、インターホンの応対にお時

間を頂くことがございます。 
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車場を利用する場合は、駐車券を持ってナースステーションにお申し出ください。 

 

９．写真・動画撮影・録音 

当院では、患者さんや職員のプライバシーに配慮する上で、院内での写真・動画の

撮影や録音は禁止しております。 

出産時の撮影を希望される場合は、スタッフへご相談ください。 

 

１０．職員への贈答 

職員に対する謝礼などは固くお断りしております。 

 

１１．入院中の他院受診の原則禁止 

入院中に他の医療機関を受診（投薬含む）することは原則禁止しています。やむを

得ない理由で他院の受診を希望する場合は、看護師または主治医へご相談ください。 

なお、入院中に無断で他の医療機関を受診した場合の医療費は、保険診療が認めら

れず全額自己負担となります。請求額が高額となることが見込まれますのでご注意く

ださい。また、他の医療機関が誤って保険診療として処理した場合、後日、自費診療

との差額を請求されることがありますので、予めご承知おきください。 
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医師・看護師など当院職員の指示および「患者として守るべきこと」(１.同意した決

まりを守ります ２.禁煙を遵守し癒しの環境を守ります ３.迷惑行為をしません)をお

守りください。当院は、安全で質の高い医療を提供するため、お互いの信頼が大切

であると考えています。そのため、受診・加療される皆様が下記の行為を行った場合、

診療をお断りし、院外退去を求めます。そして、受けた内容によって警察への被害

届を提出します。 

 １．他の患者さんや職員に対する暴言、暴力、セクシャルハラスメント、ストーカ

ー行為、威嚇行為、その他の迷惑行為があった場合。 

 ２．病院内の器物損壊行為 

 ３．職員に対する文書作成等に関する強要行為や執拗な面談行為 

 ４．その他円滑な診療や業務を妨害する行為 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 

 

電話・テレビ・保冷庫・電化製品のご使用について 

 

１．病院内での通話や情報機器のご使用について（患者様及びご来院者様向け） 

 

院内における通話や情報機器のご使用についは下記の事項を遵守いただきますよ

うお願いしております。 

なお、電話のお取次ぎはいたしませんので、できるだけご家族等には事前にご連

絡をお願いいたします。 

 

（１）通話可能場所について 

個室の病室、各階の面会コーナー、救急外来待合席（処方受取窓口前含）、建

物の外、『通話可能場所』の掲示がされている場所。 

① 通話とは 

電話 及び テレビ電話での会話、情報機器を使用したオンライン会議出席等を

指します。 

 

② 注意事項 

ⅰ．院内では携帯電話やスマートフォンをマナーモードに設定してください。 

ⅱ．オンライン会議及びテレビ電話等は周囲に音漏れがないようイヤホンをご

使用してください。 

ⅲ．大きな声での通話はご遠慮ください。 

 

（２）情報機器使用可能場所について 

病室*1、各階面会コーナー、建物の外、待合席*2。 

*1：2 階 ICU、3 階西及び 5 階西病棟の一部に設置している療養・治療病室

は情報機器使用可能場所から除きます。 

*2：各診療科内、ＲＩ検査室、３テスラＭＲＩ検査室、1 階 中央処置室内

の待合席は情報機器使用可能場所から除きます。 

 

① 情報機器使用とは 

ネットワーク利用、メール送受信、ゲーム機（オンラインゲーム含む）の使用、

動画・音楽視聴等を指します。 

※ 音や光を発する機器使用も『情報機器使用』に含みます。 

例）ポータブルＤＶＤプレイヤーやラジオ等の使用。 

 

② 注意事項 

ⅰ．周囲に音漏れがないようイヤホンをご使用のうえ音量を抑えてください。

（個室の病室除く。） 

ⅱ．周囲に見える場所での年齢制限や性的・暴力的表現等のあるサイト閲覧や

動画視聴等は禁止します。 

ⅲ．歩きながらの情報機器使用は安全配慮の理由から禁止します。 

ⅳ．周囲に影響があると当院が判断した場合は、ご使用を止めていただくよう

お伝えしますので、当院スタッフの指示に従ってください。 
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（３）通話・情報機器使用を禁止する場所について 

・ 通話・情報機器使用可能場所以外は全て使用を禁止する場所です。 

・ 午後 10 時から翌朝午前 7 時までは全ての場所で通話及び情報機器のご使用は

禁止します。（ただし、緊急等の場合は除きます。） 

 

－その他要請・推奨事項について－ 

ⅰ．通話・情報機器使用可能場所内においても、当院が機器や人に影響がある

と判断する場合にはご使用を止めていただくようお伝えしますので、当院

スタッフの指示に従ってください。 

ⅱ．他院または当院医師より、情報機器のご使用を控えるよう指導がある場合

はその内容に従ってください。 

ⅲ．ペースメーカー等の植込み型医療機器から 22cm 以上離して情報機器をご

使用することが推奨されています。◆1 

ⅳ．院内の医療機器からは 1m 以上離れて情報機器をご使用することが推奨さ

れています。◆2 

【参考】 

◆1 総務省 パンフレット『電波と安心な暮らし 電波が植え込み型医療機器

におよぼす影響』 

◆2 電波環境協議会『医療機関における携帯電話等の使用に関する指針』 

 

 

（４）通話・情報機器使用における諸注意事項について 

① 利用方法等の問い合わせ 

ⅰ．情報機器等の利用方法やサービス内容に関する問い合わせについて、当院

及び当院スタッフは対応いたしません。 

ⅱ．情報機器の利用方法等の質問について、当院スタッフの裁量で対応した内

容に関して、当院及び当院スタッフはその結果発生した影響の責任を一切

負いません。 

 

② 機器のトラブル等 

ⅰ．院内の電波状態や通信速度等の早急な改善等の要望について当院は対応で

きません。 

ⅱ．患者様やご来院者様の情報機器にウイルス感染やトラブル等が発生した場

合についての責任は一切負いません。 

 

③ 撮影・録音機能 

院内においては、患者様等のプライバシー保護のため情報機器等による撮影・

録音は禁止しています。 

 

２．公衆電話 

公衆電話は各階の面会コーナー（但し、2 階・３階を除く）および、１階のエレベ

ーターホール付近と救急外来受付前にございます。 
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３．テレビ・保冷庫（冷蔵庫） 

床頭台*に設置のテレビおよび保冷庫（冷蔵庫）を利用される場合は、専用のテレ

ビカード（1,000 円）が必要です。 

＊床頭台（しょうとうだい）：病床脇の引き出しや戸棚の付いた台 

 ・利用料は、テレビが５０円／１時間視聴、保冷庫（冷蔵庫）が 200 円／24 時

間です。 

・テレビカードの購入は各階面会コーナーのカード自動販売機をご利用ください。 

・テレビカードの残り分は、１階の会計前の払い戻し機で精算することができます。

但し、時間外・土・日・祝日は精算できませんので、平日の時間内（午前８時

35 分～午後５時）でお願いします。 

・他の人の迷惑にならないように、イヤホンを使用してください。 

 ・使用時間は、午前 7 時から午後 10 時です。[３東病棟（小児科病棟）は午後９

時まで] 

 ・テレビが故障した時には、ナースステーションにご連絡ください。（万一、いた

ずらによって故障した場合には、修理費をご請求することになります。） 

 

４．電化製品 

電気器具の使用に関しては、使用できない器具もございますので、必ず看護師にお

申し出ください。 

なお、電気毛布、電気アンカの使用は禁止しています。 

パソコンの使用は病状により制限されることがあります。最低限の使用になります

ので、看護師にご確認ください。 

 

５．その他 

入院生活の中でわからない事がありましたら、ご遠慮なく看護師にお尋ねください。 

 

 

ネームバンド装着のお願い 

 

 

当院では誤認防止を目的として、入院中に手術・検査・点滴・処置などを行う際に

医療者が「患者さんご本人」であることを確認し、安全に治療を受けていただく為に、

全ての患者さんにネームバンドの装着をお願いしております。 

これまで通り、口頭でお名前の確認もさせていただきますが、より一層安全な医療を

提供するため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

  

 ＊装着しているネームバンドの汚れが目立つ場合には取替えが必要になりますので

病棟看護師に申し出てください。 

 ＊ネームバンド装着後、装着部位にかゆみ等の異常を感じた場合にはすぐに看護師

にお知らせください。 

＊退院時には、はずしていただきます。 

＊ご不明な点等ございましたら、入院時に看護師にお問い合わせください。 

 

（患者氏名確認用バンド） 
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当院所有・賃貸物品等の破損について 

 

 

安全用具の使用、危険物（ハサミ・ナイフ類）の持ち込み制限、 

 

１．安全用具の使用について 

入院中、下記のような危険性を避けるため、安全用具を使用せざるを得ないことが

あります。 

事前に、ご家族の了承を得て実施していますが、緊急の場合は事前の了承なしに、

安全用具を使用させていただくことがありますので、ご承知おきください。 

１．ベッドや車椅子時、柵をはずしたり乗り越えたりすることによって、転落する危

険性がある。 

２．点滴の必要性の理解が困難なために、点滴を抜いたり、治療のためのチューブに

触れて抜いてしまう。 

３．手・足を動かす、起き上がってしまうなど、治療上必要な安静が保てない。 

  （特に検査後・手術後・麻酔覚醒時など） 

 

２．危険物（ハサミ・ナイフ類）の持ち込み制限について 

入院による環境の変化や手術によるせん妄状態のため患者さん自身によって、上記

の安全用具や点滴チューブなどをハサミで切るという事故が数件発生しています。患

者さんの安全を守るため危険物の持ち込みを制限させていただいています。 

ハサミ等が必要な時は看護師にお声をかけてください。 

 

３．当院所有・賃貸物品等の破損について 

 

１．患者様または第三者の故意により、当院所有・賃貸物品等を破損したり、傷つけ

たりした場合、交換や修繕にかかる費用を請求します。 

 

例）自動販売機を故意で破損して、当院が当該機器を設置している業者から修繕

費用を請求された場合。 

 

２．患者様または第三者の過失（不注意やミス等）により、当院所有・賃貸物品等を

破損したり、傷つけたりした場合、交換や修繕にかかる費用を請求する可能性が

あります。 

 

例）駐車場に入場・退場の際に遮断機のバーを車で折ってしまった場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 16 - 

 

転倒
．．

・転落
．．

防止のための入院中の注意 

 

 

 

  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ベッド上での生活の注意 

 

病院で大きな問題となっているのは、患者さんの転倒・転落による外傷です。転倒や

転落のない入院生活を送っていただくために、次のようなことに注意をお願いします。 

 

 

◇ベッド上では立たないでください。 

◇ベッド柵を乗り越えて降りないでください。 

◇睡眠中は、ベッドからの転落を防ぐために、ベッド

柵を使用しましょう。 

◇リモコンによるベッドの調整は看護師より説明を受

けてから使用してください。 

夜間トイレに行かれる時 ◇就寝前にトイレをすませましょう。 

◇夜１０時になると消灯しますので、暗さのため足元が

心配な方は、遠慮なく看護師にお知らせください。 

車椅子について 

◇車椅子に乗り降りする時、操作する

時には、必ずブレーキをかけてくだ

さい。 

ベッドの周囲 

◇ベッドの周りには、テーブル、衣装ケース、コード類などがあります。これらにつか

まると不安定で危険ですので、つかまらないでください。 

睡眠薬を服用される方へ 

◇夜中に目が覚めても、ふらつく危険がある

ので十分注意をしてください。 

◇ふらつきがあるときは、看護師にお知らせ

ください。 

足の筋力について 

◇入院生活は予想以上に足の筋力が低下しますので、ベッドから降りられるときは、ゆっ

くりと動きましょう。 

◇体の状態に合わせ、移動時は看護師が介助させていただきます。 

◇病状により、ベッド上で足の運動をしましょう。(図参照) 

ご家族様へ 

入院中の転倒・転落を回避するために、ベッド周りの整理・整頓と上記の内容を説明させて

いただいておりますが、ご家族様からも患者さんへ転倒・転落予防のご説明とお声掛けをし

ていただき、患者さんにとって一番よい入院環境作りのためのご協力をお願いします。 

また、お気づきの点がございましたら、スタッフに声をかけてください。 
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      このタイプのスリッパをはい

ていることによって転んでし

まう事故が多いです。 

必ず踵を覆う履物を使用してください。 

※運動靴でも踵を踏んだ状態で歩くと、ス

リッパと同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履物について 

◇スリッパは、滑り易く脱げやすいので使用しないでください。 

滑りにくく踵を覆う履き慣れたものを使用しましょう。 

踵がぬげるのが、つまずきの元です！！ 

≪以下のような履き物は、使用しないでください≫ 

≪靴は、踵のある安定感のあるもので、足にあったものを選びましょう≫ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=123t0s4ig/EXP=1352271895;_ylt=A3JuMFmXtphQsTAAehyU3uV7/*-http:/clipart.myds.jp/footwears/slippers/a.jpg
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◇保護帽を活用することで、転倒・転落時の頭部への衝撃を和らげ重篤な脳損傷を 

防ぐ可能性があるそうです。 

 

 
(図は、「医療事故の再発防止に向けた提言 第 9 号」入院中に発生した転倒・転落による頭部

外傷に係る死亡事例の分析 (2019 年 6 月、一般社団法人 日本医療安全調査機構 発行)p.18

「保護帽のタイプと構造」図 4を改変。) 

 

 

 

  

帽子について 
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面会について 

 

患者さんにとって、家族や親しい人からの面会は大変心やすまることと思いますが、

面会時間や当院の入院規定等を予め、面会いただく方に連絡していただき、面会時間

を有意義にお過ごしください。なお、病気の感染や院内の静粛を保つため、一度に多

人数の面会は ご遠慮ください。お子様を連れての面会は、感染を受けやすいので、

出来るだけ短時間にお願いします。 

 

１．面会時のルール  

 面会について：条件 

①面会時間帯：平日、休日問わず 14：00～18：00 

②面会時間：1 回 30 分以内 

③面会人数：1 回 2 名まで 

④面会者年齢：12 歳以上 

⑤面会場所：制限なし 

⑥面会時の注意事項：病棟入口で体調確認を行い、体調不良者は面会不可 

※患者と面会者の双方はサージカルマスクを着用し、面会中の飲食は禁止とします。 

２．面会証 

平日 17 時以降および土・日・祝日に面会を希望される方は時間外出入り口の守衛

室にて、受付手続き（所定事項記入）のうえ、面会証をつけて、病棟にお入りいた

だきますのでご了承ください。 

 

３．時間外の面会 時間外は、急用以外お断りしますのでご了承ください。 

 

４．入院の個人情報 

入院患者さんの病棟・部屋番号などの個人情報については、入院時に確認させてい

ただいている内容にて対応しております。１階の総合案内、または入院受付にお尋

ねください。また、夜間・休日の場合は、守衛室でお尋ねください。 

 

 

５．面会制限 

 ・患者さんの病状や診察の都合により、面会をお断りすることがあります。 

 ・感染症拡大防止等の理由により、面会を制限する場合があります。 

 ・下記のいずれかに該当する場合は、面会をお断りしております。 

①２週間以内に新型コロナウイルス感染症と診断された方 

②面会日の７日以内に以下の症状が１つでもある方 

・３７．５℃以上の発熱 

・倦怠感 

・鼻水・鼻づまり 

・咳・のどの痛みや不調（イガイガ等） 

・腹痛・下痢 

③前記②の症状を持った患者さん、同居者、家族・友人と接触された方 
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６．生花の持込 

 生花の持込は、お控えください。 

 

７．ペットの持込 

 ペットの持込は、固くお断りいたします(盲導犬・聴導犬・介助犬は、許可時には

可)。 

 

８．面会時の注意事項について 

（１）院内では不織布マスクを着用してください。また、病棟に入棟する前に手指消 

毒をお願いします。 

（２）面会中の飲食は禁止です。 

 

９．面会後の注意点について 

 面会後、面会者が２日以内に新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けた場合や

濃厚接触者であることが判明した場合は、当院までご連絡のうえ、面会した患者さん

の入院病棟へ下記の内容をお伝えください。 

（連絡先）０７２－７７７－３７７３ 

 ・面会した入院患者さんの氏名 

 ・面会した入院患者さんとの関係（家族、友人等） 

・いつ面会したか 

・いつ新型コロナウイルス感染症と診断されたか、または濃厚接触者と判明したか 
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看護・食事・寝衣について 

 

１．看護について 

当院では、入院中の看護は看護師がいたします。原則的には付き添いは必要ありま

せん。ご家族等の付き添いのご希望がある場合には病棟看護師長にご相談ください。 

※入院による環境や生活の変化で、一時的にせん妄状態になり、医療上危険な状

況や安全確保が困難になることがあります。その場合、ご家族が近くにいるこ

とで、安心することがありますので、医師の判断にてお側についていただくよ

うご協力をお願いすることがあります。 

  

２．食事について 

当院では、治療の一環である糖尿病や肝臓病食等の特別治療食と常食や小児食のよ

うな一般食をご提供させていただいております。どちらの食事も治療のために患者

さんの病状に応じた食事内容となっていますので、食事以外のものは召し上がらな

いようにしてください。患者さんの病状等により病室への飲食物の持ち込みは医師

の許可が必要になります。  

食 事 時 間：朝食は 8 時・昼食は 12 時・夕食は 18 時に配膳いたします。 

諸事情により若干時間がずれることがありますが、ご了承くだ

さい。 

お茶について：＊お茶（温、冷）またはお湯は、各病棟に設置しているティー

サーバーをご利用ください。 

＊２４時間使用できます。 

＊熱湯が出ますので、ご注意くだい。 

＊ティーサーバーのご利用以外は、各自でペットボトルなどを

ご用意ください。 

温 冷 配 膳：温冷配膳車により適温でご提供いたします。 

下  膳：下膳は歩ける方は下膳置き場までお願いたします。 

食 事 の 持 込：病室内への食事の持ち込みは原則として禁止ですが、病状等に 

応じて主治医の判断により許可されます。 

衛生上もしくは治療上、以下の注意事項をお守りください。 

＊持ち込み食を他の患者さんと交換したり、おすそわけなどをすることはご遠

慮ください。 

＊必ず１食分ずつ持ち込み、残った分は当日中に持ち帰るようにしてください。

特に生もの（牛肉、刺身、生卵）の持ち込みはご遠慮ください。 

 また、配膳されたお食事をすぐに召し上がらない場合は、ナースステーショ

ンの冷蔵庫で保管しますので、職員に声をかけてください。 

＊配膳されたお食事はすみやかにお召し上がりください。 

＊飲み物については担当医により許可される場合がありますが、院内は禁酒で

すので、アルコール類の持ち込みは禁止しております。 

＊持ち込まれた食事に関する事故については、当院では責任を負いませんので

ご了承ください。 

 

 



- 22 - 

 

食事療養費について 

入院時の食事は患者さん負担があります。食事の内容(一般食・特別治療食)や

１日の食事回数により頂戴しています。ただし、病状等で医師の指示により食

事をしなかった場合等は除きます。 

 

 注意事項 

外泊等患者さんのご都合による欠食のお申し出や入院時間により食事提供や食

事内容の変更ができない場合がございます。以下の締め切り時間をご参考にお

申し出ください。 

 

締め切り時間 

朝食・・・・・前日の午後４時まで 

昼食・・・・・当日の午前１０時まで 

夕食・・・・・当日の午後３時まで 

 

食べ物にアレルギーや食べ物の形状にご指定のある場合対応させていただいて

おりますが、やむを得ず応じきれない場合もございます。入院時に担当看護師

や管理栄養士にお申し出ください。 

 

３．寝 衣（ねまき） 

 寝衣（ねまき・パジャマ等）は患者さんご自身でご用意いただく他、「入院セット」

（寝衣・タオルの貸し出し用セット）のご利用も可能です。（民間事業者が提供する

有料サービスです） 

サービスのパンフレット及び申込書を入院予約受付時等にお渡しいたしますので、

利用希望の方は申込書に記入して病棟ナースステーションにご提出ください。 

※手術・検査で和式ねまきが必要な場合もありますので、ご注意下さい。 

 

４．入浴・シャワー 

 入浴またはシャワーの利用が許可された患者さんのみご利用になれます。 

 入浴時間は、看護師からお知らせします。 

 

５．洗 濯 

 各病棟の洗濯機、乾燥機がご利用いただけます。 

 使用時間は、午前 7 時～午後９時です。 

 使用料金は、各 1 回につき 100 円です。 
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入院診療費等の支払について 

入院診療費等は、ご使用の保険による自己負担率および健康保険その他の規定によ

り算定いたします。 

 

１．入院中のお支払について 

 ① 入院診療費等は、月末締で計算し、翌月 10 日過ぎに前月分を請求します。 

 ② 請求書を病室にお届けしますので、請求のあった日から 7 日以内に 1 階会計

窓口でお支払ください。 

 

２．退院時のお支払について 

退院手続きは、26 ページ「退院手続きについて」をご確認ください。 

 ① 退院前日、担当クラークが概算額を患者さんへお知らせします。 

② 退院当日、担当クラークが「入院費のご案内」または「請求書と診療明細書」

を患者さんへお渡しします。 

※退院日が土・日・祝日の場合は、休日前の平日に請求書等をお渡ししますので、

退院前日または退院当日に精算できます。 

③ 患者さんは病棟ナースステーションにお立ち寄りいただき、退院後のお薬・予

約券・診察券等を受け取ってください。 

④ 退院当日中に 1 階会計窓口でお支払ください。 

 ※土・日・祝日の退院につきましても、退院当日にお支払をお願いしております。

１階救急窓口『救急外来受付』にてお支払ください。 

 ※退院当日の検査等による退院後の追加請求や退院当日に請求額が確定せずに後

日請求額をご連絡させていただく場合がありますのでご了承ください。 

 

３．会計窓口と取扱時間等 

窓口 平日 土・日・祝日 

1 階会計窓口 午前 8 時 35 分～午後５時 － 

１階救急窓口 

『救急外来受付』 
午後５時～午前８時 30 分 24 時間対応 

※1 階救急窓口では、できるだけお釣りがいらないようお願いします。 

※病棟内での入院診療費等の受け取りは、いかなる事由であろうとお断りいたし

ておりますので、ご了承願います。（レンタル業者による寝衣・寝具を除く） 

  ※領収書の再発行はできませんので大切に保管してください。 

   （税申告の医療費控除の際などに必要となります。） 

※現金払いの他、各種クレジットカード払いのいずれかをご利用出来ます。 

  ※入院診療費等について内容の説明や支払い方法等のご相談がございましたら、

各病棟のクラーク（事務職員）、患者支援室、医事課会計窓口までご遠慮なく

お申し出ください。 

※当院に相談なく６ヶ月以上未払いが継続しますと、回収を弁護士法人へお願い

しています。 
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入院医療費の診断群分類包括評価（ＤＰＣ）制度について 

 

当院は DPC 対象病院に認定されております。 

ＤＰＣ制度対象病院に入院する患者さんの入院診療費は、投薬・注射・検査・手術

などの診療行為ごとに計算する「出来高方式」ではなく、病名や診療行為をもとに厚

生労働省が定めた１日あたりの包括診療費（投薬・注射・検査・入院料などを含む）

と出来高診療費（手術・麻酔・リハビリ・指導料など）を組み合わせた「包括評価

（DPC）方式」を適用し、お支払いいただくものです。 

 

 

(ア) 医療費の支払い方法は、一部負担金など基本的には変わりません。 

 

(イ) 主治医の判断(緊急度等)により、必ずしも入院中に行わなくてもよい医療行

為は、外来にて診療していただきます。 

 

(ウ) 全ての患者さんの入院医療費が「包括医療評価（DPC）方式」の計算になる

のではなく、一部もしくは全部が従来の「出来高方式」となる場合もありま

す。 

 

(エ) 歯科口腔外科の入院患者さんは「包括医療評価（DPC）方式」の計算ではあ

りません。 
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個室等の使用料金表とお願い 

                

※消費税率は 10％です。 

 

◆上記の個室等をご希望される場合は、「個室等の使用申込書兼同意書」に必要事項

をご記入いただき、使用料をいただきます。 

◆個室が満室の場合や他の患者さんの症状等により、ご希望に添えない場合または入

院中でも転室をお願いする場合があります。患者さんのご理解とご協力をお願いい

たします。 

◆個室の使用を希望しなくなった患者さんは、直ちにお申し出下さい。 

◆個室の希望をしていない場合であっても、患者さんの病態や病院の都合で個室に入 

室（使用料はいただきません）していただく場合がありますが、不要になりました 

らすぐに総室（４人部屋）に転室していただきます。 

◆個室であっても、部屋の位置や配置等により、日あたり、風、騒音等の条件は異な 

ります。ご理解とご協力をお願いいたします。 

◆3 階西病棟は、女性専用の病室としても用意しておりますので、ご希望があればお 

申し出下さい。 

◆個室使用料は、使用開始から退室の日まで算定いたします。 

 個室使用料の１日は午前０時から午後１２時（翌日の午前０時）を１日と規定して

おります。 

【例】午後１０時に入室して、翌日午前１０時に退室する場合は２日とカウント 

します。 

◆その他保険適用外の項目について 

紙おむつ、文書料などの保険適用外の費用は、当院で定めた料金に基づいてご負担

いただきます。詳細は職員にお尋ねください。 

 

 

内容（一例） 料金（消費税込み） 

紙おむつ ６６円 ～ １８７円  

パット ３３円  

文書料 ５５０円 ～ ４，４００円  

※消費税率は 10％です。   

 

申込室 設  備 
1 日使用料（消費税込み） 

市内在住 市外在住 

個室 
ソファー・手洗い台・保冷庫（有料） 

テレビ（有料） 
８，８００円 １２，１００円 

特別室

C 

ソファー・手洗い台・冷蔵庫 

専用トイレ・テレビ（有料） 
１１，０００円 １４，３００円 

特別室

B 

ソファー・手洗い台・冷蔵庫・流し台・ 

電話（有料）・室内トイレ・テレビ（有料） 
１３，２００円 １７，６００円 
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退院手続きについて 

 

① 主治医の許可により退院が決まります。原則、午前 11 時までに退院となります。 

② 退院が決まりましたら、退院時までの入院診療費等の計算を行い、「入院費のご

案内」または「請求書と診療明細書」を発行いたしますので、しばらくお待ちく

ださい。 

        ※診療明細書は無料ですが、ご不要の方は事前にお申し出ください。 

③ 「入院費のご案内」または「請求書と診療明細書」を受けとられましたら１階会

計窓口でお支払いください。詳細は 23 ページ「入院診療費等の支払について」

をご確認ください。 

 

 

証明書・診断書等の申し込みについて 

 

１．診断書・証明書等（有料） 

 ① 申請時に必要な本人確認書類（申請する書類がある場合はご持参ください） 

  ・ご本人が申請：診察券 

  ・ご家族や代理人が申請：委任状（同意書）と身分証明書（運転免許証等） 

 

 ② 申請方法 

  ・申請場所：１階文書センター 

   「書類預かり書」をご記入ください。受付後にお渡ししますので、受け取りの

際には必ずお持ちください。 

  ・完成文書のお渡し方法とお支払 

   お受け取りは、「書類預かり書」下部の「書類預かり控え」にある「取りに来

られる方」欄にお名前のある方（「書類預かり書」の記入者）のみです。 

   大切な個人情報です。申請時に提示した本人確認書類をご持参ください。 

   文書料は、完成書類とあわせてお渡しする「案内票」を１階会計窓口へ提出の

上、お支払ください。 

  ・受付時間：平日 午前 8 時 35 分～午後５時 ※土・日・祝日、年末年始除く。 

※委任状は、文書センターにご用意がありますのでお申し出ください。ホームページ

（TOP ページ → 個人情報保護方針）からダウンロードも可能です。 

※作成には、約２週間（小児科は３週間）程度の日数をいただいております（ゴール

デンウィーク・年末年始は上記より 1 週間程度、延長となります）。 

万が一、期間内に書類が仕上がらない場合、ご連絡させていただきます。 

尚、入院期間の記載が必要な書類については、退院当日または退院後にお預かりさ

せていただきますのでご了承ください。 

 

２．労災保険・各種医療費公費負担制度の利用等の申請 

受付：医事課（１階会計窓口奥）※1 階会計窓口にお声掛けください。 

 受付時間：平日 午前 8 時 35 分～午後５時 ※土・日・祝日、年末年始除く。 



- 27 - 

 

 

退院後の療養生活の相談をお受けします 

 

当院は「地域医療支援病院」として地域の中で、主に手術や専門的な検査や治療を

必要とする入院診療と救急診療についての役割を担っております。 

当院での検査や治療が終わり、未だリハビリや療養の必要な患者さんには、引き続き

適正な医療を受けていただくため、連携している回復期リハビリテーション病院や療

養型病院への転院、また在宅での医療、介護サービスを受けていただくためのお手伝

いをさせていただきます。 

近隣の医療・保険・福祉施設（診療所、病院、回復期型医療施設、療養型医療施設、

老人保健施設、在宅介護支援事業所、訪問看護ステーション、保健センター、健康福

祉事務所）と密に連携しております。 

退院後の療養生活について、どのようなことでも、担当の医師、看護師、ソーシャ

ルワーカー（患者支援室）にご相談ください。 

 

   

退院                   転院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご自宅へ  回復期リハビリ病院へ 

介護保険や訪問看護などのご紹介は、看

護師、またはソーシャルワーカーにお話

しください。 

集中的なリハビリテーションを行ないま

す。 

整形外科手術後や脳卒中治療後など対象

疾患が限られています。ソーシャルワー

カーが相談をお受けします。 

連携先病院は市内、市外にあります。 
 

介護保険施設へ 

老人保健施設 

リハビリテーションと生活のサービスを

提供し、自宅への復帰を支援します。 

 

特別養護老人ホーム 

食事・入浴・介護・機能訓練などのサー

ビスを提供します。 

療養型病院へ 

慢性期の療養上の管理、看護や医学的管

理下の介護等のサービスを提供します。 

連携先病院は市内、市外にあります。 
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患者相談窓口のご案内 

 

 患者相談窓口では、療養上で困っていることや診察の時に気になったこと、どこに

受診したらいいのかわからない場合など、患者さんのご質問・ご相談をお受けいたし

ます。 

 ご相談の内容に応じて、患者支援室・認定看護師・医事課・医療安全管理室の担当

者が対応させていただきます。 

 なお、患者支援室や認定看護師の担当者による相談日時は、初再診受付・総合案内

にお尋ねいただくか、院内掲示をご確認ください。相談内容によっては予約制になり

ます。ご予約の場合は、相談時間を３０分、相談料金は無料となります。 

 

【受付場所】初再診受付・総合案内（１階） 

【受付時間】平日 午前 8 時 35 分～午後５時 ※土・日・祝日、年末年始除く 

【相談場所】患者相談窓口（職員によるご案内） 

 

患者支援室   ：転院や自宅介護の相談。 

・紹介患者の受付・診察・検査予約・入院依頼の調整 

・かかりつけ医の紹介 

・開業医・訪問看護ステーションとの連携 

・社会福祉施設・介護保険サービス事業所との連携 

・治療・療養・医療福祉相談 

・転院の相談・調整 

・家族への介護技術・看護技術・医療技術の指導 

・医療・福祉の各種制度の利用方法の相談 

・介護保険の説明・ケアマネージャーとの連絡調整 

・介護用品の紹介と相談 

・退院後の患者さんの看護相談 

 

看護相談    ：医療、看護、介護や子育ての相談。各科窓口でも受け付けます。 

 

栄養相談    ：糖尿病・高脂血症・高血圧・肥満など症状にあわせた個別栄養相

談。担当医からの予約が必要です。担当医にご相談ください。 

 

医 事 課   ：診療費の支払の相談。 

 

医療安全    ：患者さんやご家族がお持ちの様々な相談。 

 

 

注 相談内容については、秘密を厳守いたします。また、必要があれば市行政への対

応もいたします。 
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人間ドックについて 

ご自身の健康管理のため、身体の休養も兼ねて、当院の人間ドックをご利用下さい。 

 コース名 内容 料金（消費税込み） 

１ 1 泊 2 日のホテル泊 

（昼・夕食付き） 

ホテルに宿泊しながら当院で２日にわ

たり検査を実施します。病院内では、

個室が利用できます。 

72,600 円 

２ 
0 泊 2 日の日帰り 

（１日目の昼食付き） 

２日で所定の検査を実施します。宿泊

は用意しておりませんので、ご自宅等

でお休みください。病院内では、個室

が利用できます。 

49,000 円 

３ 日帰り（1 日） 所定の検査を１日でいたします。 44,000 円 

〇宿泊施設     ホテルヴィスキオ尼崎 (夕食はホテル内で松花堂弁当を提供いたします。) 

 

〇利用申込     完全予約制になっております。 

           1 階人間ドック棟受付に直接または電話でお申込みください。 

＊電話番号：０７２-７７７-３７７３（内線４３２０・人間ドック担当） 

平日（月～金） １０：００～１６：００ 

 その他 当院から宿泊施設までの移動 及び 当院駐車場以外の利用に

かかる費用は、人間ドック受診者様のご負担となります。 

 

〇オプション 上記コースに追加してのみ利用することができます。 

オプションメニュー 料金（消費税込） 

胃カメラ 5,500 円 

もの忘れドック【月・火・水】（問診票+簡易脳ドック+SPECT検査） 80,500 円 

簡易脳ドック（MRI,MRA） 25,500 円 

肺癌 CT 検査（喀痰・腫瘍マーカーを含む） 20,400 円 

肺癌 CT 検査（喀痰・腫瘍マーカーを含む）＋腹部 CT 検査 24,300 円 

腹部 CT 検査 14,600 円 

骨密度検査（DEXA 法） 2,500 円 

骨密度検査+体脂肪検査 3,600 円 

前立腺血液検査（PSA） 2,500 円 

HIV 抗原・抗体検査 2,200 円 

動脈硬化（１日ドックのみのオプション、2 日ドックはコースに含まれます） 2,000 円 

3Dマンモグラフィー検査 

＋乳房診察（希望者） 

6,100 円 

2Dマンモグラフィー検査 4,100 円 

乳腺超音波【火・木・金】 3,900 円 

子宮頸がん検査 2,500 円 

子宮頸がん検査＋経膣超音波 6,300 円 

ヘリコバクターピロリ＋ペプシノーゲン（血液検査） 6,600 円 

詳しくは、当院の「人間ドックのご案内」をご参照ください。 
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その他のご案内（施設・設備・代行サービス等） 

   

☆コンビニエンスストア（１階） 

営業時間：午前７時～午前０時 年中無休 

 

☆売店（地下 1 階）診療材料の販売 

        営業時間：平日 午前９時～午後５時 

        休 業 日：土・日・祝日 

12 月 29 日～1 月 3 日（年末年始） 

     

☆理髪店（地下１階） 

        営業時間：午前８時～午後５時 

        休 業 日：月曜日 但し、第２・第４週は月・火曜日 

              12 月 29 日～1 月 3 日（年末年始） 

 

☆自動販売機：地下１階（売店前）・１階（コンビニエンスストア前・検診棟ホール・ 

救急外来）・２階（ＩＣＵ前面会コーナー）・屋外（タクシー乗り場） 

  

☆公 衆 電 話：各階エレベータ付近に設置  

      

☆Ｆ Ａ Ｘ：コンビニエンスストア内（有料） 

 

☆郵便ポスト：正面玄関横に設置 ・コンビ二エンスストア内 

 

☆キャッシュコーナー（ATM）: コンビニエンスストア内 

 

☆代行サービス（民間事業者が当院で提供する有料サービス） 

        ① 入院セット（ねまきやタオル等）の貸出サービス 

② 院内コンビニエンスストア及び売店での買い物代行サービス 

③ 私物洗濯代行サービス 

※ 詳しくは、当院１階外来階段横にある、サービス提供事業者が

設置しているデスクにお問い合わせ下さい。 

（9:15～12:00 まで担当者が在席しています。） 
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駐 車 料 金 一 覧 

 

対 象 区 分 適 用 料 金 

お見舞いの方 入庫から 30 分まで無料 

入庫から 8 時間まで 200 円 

以降 30 分毎 100 円加算 

（最大 24 時間 2,000 円） 

＊ 割引処理に必要となりますので、 

駐車券を必ずお持ちください。 

外来受診患者（健診含む）及び 

その送迎者 

夜間救急外来の患者及びその送迎者 

分娩立会い、手術付き添い、 

子どもの入院付き添い 24 時間 200 円 

＊ 割引処理に必要となりますので、 

駐車券を必ずお持ちください。 当院が来院をお願いした患者の家族 

障がい者の方 無 料 

＊ 割引処理に必要となりますので、 

駐車券を必ずお持ちください。 人間ドックの受診者 

上記以外のご来院の方 
入庫から 30 分まで無料 

以降 30 分毎 200 円加算 

 

※ 注意事項 

入院の際は、車での来院はご遠慮ください。公共交通機関でお越しいただきますよう、

ご協力をお願い申し上げます。 

なお、入院患者のみなさまは、外来患者やお見舞いの方と同じ料金が適用され

るため、長時間の駐車は料金が高額になります。 
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高額療養費制度・限度額適用認定証について 

１．高額療養費制度について 

 高額療養費制度とは、医療機関や薬局等の窓口で支払った額が暦月（月の初めから

終わりまで）で一定額を超えた場合に、超えた分の払い戻しをご加入の医療保険から

受けられる制度です。 

 高額療養費制度では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定めら

れており、また、いくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組み

も設けられています。 

 本制度の利用にあたってはご加入の医療保険での手続きが必要となります。 

 

２．限度額適用認定証について 

高額療養費制度の適用要件に該当する方は、マイナ保険証または限度額適用認定証

を当院の窓口でご提示いただくことで、窓口でのお支払いを自己負担限度額までにと

どめることができます。また、資格確認書等によるオンライン資格確認に同意いただ

いた場合も同様です。なお、直近 12 カ月の入院日数が 90 日を超える市民税非課税

世帯の方が入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合などは、ご加入の医療保

険で別途の手続きが必要となる場合がございますのでご注意ください。 

 

 

 

上記詳しくは、ご加入の医療保険（協会けんぽ・健康保険組合等またはお勤め先）

にお問い合わせください。なお、市町村国民健康保険と後期高齢者医療制度の場合は、

お住まいの市役所にお問い合わせください。 

 

 

 

※ マイナ保険証または限度額適用認定証は、入院当日に初診受付で提示をお願いし

ます。また、資格確認書等によりオンライン資格確認を希望される場合は、スタッ

フまでお申し出ください。 

 

 

高額療養費の計算基準 

※ 高額療養費の自己負担額は、次の基準により計算されます。 

① 同一月（1 日から末日まで）に受診した医療費を 1 か月として計算します。 

② 医療費は、病院・診療所ごとに計算します。 

③ 同一の病院・診療所であっても、入院と外来、医科と歯科はそれぞれ別に計算 

  します。 

④ 高額療養費制度の対象となるのは、健康保険が適用される医療費に限られます。 

入院時の個室使用料（差額ベッド代）などの保険診療以外の費用は対象外です。 

⑤ 入院時の食事療養費の標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。 
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70 歳未満の自己負担限度額一覧（月額） 

適用区分 自己負担限度額 

ア 年収約 1,160 万円～ 
252,600 円 ＋（医療費-842,000 円）×1％ 

≪多数回該当：140,100 円≫ 

イ 年収約 770～約1,160 万円 
167,400 円 ＋（医療費-558,000 円）×1％ 

≪多数回該当：93,000 円≫ 

ウ 年収約 370～約770 万円 
80,100 円 ＋（医療費-267,000 円）×1％ 

≪多数回該当：44,400 円≫ 

エ ～年収約 370 万円 
57,600 円 

≪多数回該当：44,400 円≫ 

オ 住民税非課税 
35,400 円 

≪多数回該当：24,600 円≫ 

70 歳以上の自己負担限度額一覧（月額） 

適用区分 
自己負担 限度額 

外来（個人ごと） 

現役 

並み 

Ⅲ 年収約 1,160 万円～ 
252,600 円＋(医療費－842,000)×１% 

≪多数回該当：140,100 円≫ 

Ⅱ 年収約 770 万円～約1,160 万円 
167,400 円＋(医療費－558,000)×１% 

≪多数回該当：93,000 円≫ 

Ⅰ 年収約 370 万円～約770 万円 
80,100 円＋(医療費－267,000)×１% 

≪多数回該当：44,400 円≫ 

一般 年収約 156～約370 万円 
18,000 円 

年間上限 14 万 4,000 円 

57,600 円 

≪多数回該当：44,400 円≫ 

住民税

非課税 

Ⅱ（Ⅰ以外の方） 

8,000 円 

24,600 円 

Ⅰ（年金収入のみの方の場合、年金

受給額 80 万円以下など、総所得金

額がゼロの方） 

15,000 円 

※ 同一の健康保険に加入している世帯員（世帯主含む）が、同じ月に複数の医療機関や調剤薬局で医療費を支払った場合、

自己負担額は世帯単位で合算され、合算額が自己負担限度額を超えた場合に高額療養費が支給されます。ただし、６９歳以

下の方は、１つの医療機関ごとの自己負担額が２万１千円以上の場合に限り、合算の対象となります。 

※ 多数回該当とは、過去１２か月に高額療養費の支給を３回以上受けた場合、４回目以降の自己負担限度額が引き下げられ

る制度です（限度額適用認定証等による現物給付も回数に含まれます）。 

※ ６５歳以上７０歳未満で一定の障害がある方は、申請により７０歳以上の方と同じ自己負担限度額が適用されます。 

※ 年収区分は、３人世帯（給与所得者／夫婦＋子１人）の標準的な世帯を想定した目安です。 

 

なお、当院でのお支払いにつきましては、自己負担限度額は個人単位で計算のうえ請求いたします。他の医療

機関での自己負担分や、世帯全体の医療費と合算しての対応はできませんので、あらかじめご了承ください。 
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セカンドオピニオンについて 

 

○ セカンドオピニオンとは 

患者さんが納得のいく治療法を選択することができるように、治療の進行状況、次の

段階の治療選択などについて、現在診療を受けている担当医とは別に、他の医療機関

の医師に「第 2 の意見」を求めることです。 

担当医から説明された診断や治療方針について、納得のいかないこともあるかもしれ

ません。「別の治療法はないのか」と思う場合もあるでしょう。 

セカンドオピニオンを受けることで、担当医の意見を別の角度からも検討することが

でき、もし同じ診断や治療方針が説明された場合でも、病気に対する理解が深まるこ

ともあります。 

また、別の治療法が提案された場合には選択の幅が広がることで、より納得して治療

に臨むことができます。 

 

○ 他の医療機関にセカンドオピニオンを求める場合 

ご遠慮なく当院の担当医にお伝えください。 

紹介状（診療情報提供書）や、血液検査や病理検査などの記録、ＣＴやＭＲＩなどの

画像検査結果をご用意します。 

セカンドオピニオンを求められる側の医師にとって、患者さんの状態を客観的に評価

し、適切な助言を伝えるために非常に重要な情報です。 

 

 

当院のセカンドオピニオン外来 

 

当院のセカンドオピニオン外来を受診される患者さまは、現在受診されておられる

医療機関の診療情報提供書、検査データなどが必要となります。 

 

セカンドオピニオン外来は、自費診療となり約 30 分間で 10,000 円（税別）とな

っております。患者さまご本人が来院できない場合（ご家族のみ）は承諾書が必要

となります。（承諾書は患者支援室にあります。） 

 

実施曜日は疾患により異なりますので、詳しくは患者支援室にお問い合わせくださ

い。 

ご希望の方は、完全予約制ですので患者支援室までお申し込みください。予約日時

を調整しお知らせします。 

 

 

【予約・問い合わせ先】 

市立伊丹病院 患者支援室 

電話 ０７２－７７７－３７７３（内 ４４５０） 

 

 



- 35 - 

 

統合新病院の整備工事について 

 

 

当院では令和５年５月より統合新病院の整備工事に着手しま

した。 

工事期間中は入院患者さまの安全を最優先に、また騒音や振

動など細心の注意を払って進めてまいりますが、やむをえず大

きな音や振動が発生する場合があります。 

 入院中の患者さまには何かとご迷惑をおかけいたしますが、

何卒、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事概要】 

  現市立伊丹病院の敷地内において、現在の医療提供を継続

しながら、段階的に建物を解体・建設し、602 床の高度急性

期機能を備えた新病院を整備してまいります。 

 

【工事期間】 

令和５年５月  ～  令和１１年４月末（予定） 

 

【作業時間】 

月曜～土曜（祝日を含む）午前８時 ～ 午後６時 

病院運営の都合上、外来診療がお休みとなる場合でないとで

きない特別な作業等については、騒音や振動等には十分配慮

した上で、時間外や日曜にも実施する場合があります。 
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